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予算制度と政府計画の評価

一一公共サービスの社会的評価(1)ーー

池 上 惇

はじめに一一予算過程と圧力団体一一

予算過程におけるコーディネイターの専門性が高しかっ，納税者が相互の

理解をもってさまざまなレー勺レの意思決定過程に参加しうる制度の確立 ζそ予

算原則を現実に生かすゆえんであることは，前稿において強調してきたところ

であるヘそして，この制度は，ヨモン・コストッグに自由にアクセスするネット

ワーキ Y グの連合体が相互に3主流する V ステ λ によって生かし得る。しかし，

経済的，政治的利益の対立が激化寸ると個々の依頼人集団がそれぞれに要求を

持ち込む。公務員が住民のニーズや，それらを代表する団体の要求に個別に対

処するとき，きわめて常識的に対応したとすれば， I依頼人」の意をう什たロ

ピイストの要求をうけ入れるということになる。コノレムの言うように， I農務

省の公務員は，農民をその依頼人，顧客とみなす」場合が多く I農業諸団体

は農務省をかれらの勢力範囲とみなす」ことが多い。

これらの要求に対して，公務員が，かれらの主張をそのままに採り入れたと

すれば，それは，個人や団体の私的特殊的利益を採り入れただけのことで，社

会的に， 多くの人々の合意が得られ， かっ， 客観的にみても， 公共の利益と

なりうる公共サーとスを提供しえたかどうか，不明である， ということになろ

つ。

現代政治において， しばしば用いられる用語をもってすれば，予算過程は，

1) 油 k惇，予算過程とコ←ディネイタ一一一公共性と専門性の視点から ， I経済論叢」第141

巻第2，3号， 1988主 2.3月υ
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第 141巻第十 5号

圧力団体のタカリの場である，ということになる。これは，予算や行政の総合

性をおびやかL，官僚のセクショナリズムと分立主義を生み，分立を調整する

ためによめ強力な中央集権の組織をつよめる。いわゆる官僚制が成立する。

そこで，タカリを防止するには， どのような方法があるかについて，考えて

みよう。

}つは，前稿のおわ旬のところで述べたように，私的，特殊的利益とそり利

益の公務員による評価は，短期的で，当面の別益の実現であるのに対して，も

L，国民の大多数の合意を得た長期的で，計圃的な目標があり，経済や社会の

動向を社会科学的に調査Lてみて，この目標に正当な根拠がある，とするなら

ば，この長期計画に各団体や個人の要求を関連づけ，総合的な位置づけ者あた

えてみ'"と kが必要になろう。

先にあげた G.コノレムは， 1952年に執筆した論文「政府予算と国民経済予算」

で，計画化と予算の関係について，当時の状況を次のように説明した。

「多くの嗣で，予算の立案はまだ主として資金調達にかかわる事項とみなさ

れており，政府計画の包括的課題と関連づけられていなし、。一般的に言って，

現代経済で演ずべき役割を果たすに足る政府機構が，まだ組織されていないこ

とはおそらくたしかである。J"

そこで， コノレムは， この， ありうべき「政府機構』を構想する o そして，

これらの構想は，いずれも，予算を政府計画の評価のための測定機として位置

づけようと試みる。いま，納税者の公共的立場から，政府音|固を評価しようと

すれば， もっとも単純な評価の方怯は，租税負担にみあうだけの公共サービス

を提供しうるような計画であるかどうか，という評価の方法である。最近の行

政手法や計画理論において，このような評価方法は，費用一便益分析と呼ぶこ

とができる。ここに言う費用とは，納税者からみれば，費用の負担部分3 つま

り，租税負担や，家計における租税のウ ι イ}とも見ることができょう U 以下，

2) G. Colm. Essays四 PublicFin回目酎1dFiscal Policy， 1955， p. 265，木村元一他訳「財政
と景気政策ム 1957，286ペ ジ。
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この問題をヨノレムにしたがって，A.政府計画の評価と統制〈本稿)， B資金調

達計画(政府計画を支える手段)， C.国民経済の管理と統制の手段， という三

つの側面から検討する (B.C は次号以下〉。

I 政府計画の評価と統制の手段としでの予算ーーーその機能と構造一一

コノレムによれば，ある政府計画の費用〔国民の税負担〉と便益(国民のうけ

とることのできる公共サーピλ〉との関係は第一に p 予算は特定の政府計

画の評価と統制jとに役立つ。」

彼はJ 道路網の建設計画を例にあげて，建設計画の第ーの局面が， I費用の

評価J(cost estimatc)であること，この評価は， 種の見積書の作成であり，

「費用と比較して直接・間接の効果を評価し，提案が実施に値するかどうかを

決定する」ことを可能にすると主張する。

この「費用と便益 1あるいは「費用と効果Jの対比にあたっては，便益や効

果の測定において，何を測定基準(あるいは尺度〉として使用し， どのような

要因を考慮に入れて評価すべきか3 という問題がでてくる。コノレムがこの論文

で示唆しているのはJ 費用を貨幣額ではかり，効果や便益は，実物，つまり，

道路が， どれだけの数の自動車をはしらせJ どれだけの人や貨物を一年間に運

送できるか，といった形での実物表示といわれるものによって示すことであっ

fこo

このような評価をおこなう場合s 予算をいかなる目的のために活用するかに

よって，費用一便益分析をおこなうための「行政組織の基本的な単位Jのとり

方がちがってくるのは当然であろう。

アレン・シックが指摘したように，予算は，元米，立法府による行政府統制

の手段であった。近代国家は，しばしば，行政権を揺る国王町浪費十者惨を統

制Jす品ために立法府，つまり，平民代表のたてこもる議会による統制を必要と

L 予算制度は，かかξ統制のための，最も有効な手段であった I財布」を

下院が統制することによって，王や貴族の行政のあり方士も統制する，という
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のが，その趣旨である。かかる状況のもとでは，費用とその効果や便益の分析

は，基本的な行政単位別におこない，それぞれの行政単位が，あたえられた費

用によって， どれだけの効果ある王子政を実施したか，を問うのが， もっとも合

理的なシステムであると言えよう。先に述べた租税協賛権の思想も， ここに根

拠をもっていたのである。

しかし，社会の近代化がすすみz 主権は，次第にその実質的意味を失って，

行政機構も近代化され，王の任命する官吏にかわって，ひろく国民のなかかb

公務員試験によって選抜されて公職につく近代的官僚層が台頭すると，予算を

胤いて， 立法府， つまり議会と議員が， 行政府を統制する， という構図は，

一大変化を経験する。議員は，いまや，選挙民の利益と称して，経費の膨張を

率先して要求するようになり，選挙区の細分化された制度にあっては，と hわ

け，選挙民の利益と社会の利益が直接的ヒ一致する上うにはみえないから J こ

の傾向は，ますます促進されると i:Jなろう。また，行政官も，これらの要求

や，圧力団体の要求にこ介えていると』これもまた，経費の膨張を促進する立

場にたつことが多くなり，行政分野が細分化され，専門化されればされるほど，

自分の行政実績をあげようとするために，全体のことを考慮する余裕を失って

しまう。この傾向にチェッグをかけるのは，各国の財政史をみると，通例，

「大蔵省統制」とよばれる「歳入官」の視点よりした支出への統制の方向と，

いま一つは，合理的な管理や，国民経済の計画化を求める新しい傾向である。

コノレムによると， I議員も行政官も社会的真空のなかで活動するのではな

く，個人としての国民および組織集団内の国民のあらゆる圧力をうけている。

予算はより多くの給付を得んとする国民の希望を租税負担の削減あるいはその

増加の阻止をはからんとする納税者の希望に対して均衡させるために用いられ

る。

予算の本源的な政治的機能，すなわち議会によって国王を制御するという機

能は，他の種類の政治的統制，すなわち給付の増加が納税者にいかなる負担を

意味するかを予算的に挙証して政府給付の増加を求める要求者を抑えるという
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統制に，その大部分がとって代られた。」ω ということになる。

このような場合，費用を，旧来のように，行政機関別の分類にもとついて評

価しうるか否か，が大きな問題となろう。

コノレムは，この点について，アメリカ合衆国の例を引きつつ言う。 r計画の

評価にはまず費用の見積りを必要とする。伝統的には経費の見積りは行政機関

単位で分類された。議会的および行政的統制の観点からすれば機関単位別に，

たとえば定員数や資材購入金額によって経費を出すのが便利である。しかし政

府の一単位機関はしばしば非常に異なる種々雑多の計画に関係するし，またー

複合計画はいくつかの機関によって処理される。」と。

彼は，アメりカにおける1940年代以降行政改革の検討をつつ会けてきたフ ヴ

ァ一委員会報告(政府行政部門組織に関する委員会〉を高く評価L 合衆国予

算における経費充当要求は，行政単位に分類され特定機関で雇用すべき事務員

の俸給に関しては驚〈べ雪量の細目が妾示きれるが，実際に遂行されるべ者事

業および政府のキ要計画との関係において各機関の活動のもつ性質については

ほとんど報告するところがない， とする同報告の主張を支持する。彼は，合衆

国予算が経費充当要求書Eの総括を行い，機能別の経費を見積ってきたことは事

実だが，しかしこれは報告上の諸目的のために提供される統計的総括であり，

機能別分類は細目の見積りで用いられる主要分類から有機的に得られるもので

はなかったと指摘する。 フーヴァー委員会は「事業別予算j (Performance 

Budget) を提案した。 これは， 各機関に対L計画ごとに説明文をつけてその

細目を示し，これによって行政部と立法部の予算検査官が，一計画の費用と遂

行すべき事業の価値との関係、をはっきりさせる ζ とを提案Lたものである。コ

ノレムは， 1951年度の合衆国予算はこの方向に向かつて第一歩を踏みだしたこと

を歓迎する。

彼は言う。 r政府計画の評価にとって提案された経費の性格ならびに総額が

重要である。ある提案の功罪を決定するには，提案された経費のどの部分が道

3) 向上，訳書. 268ベージ。
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路ダム建築などの有形資産への投資の目的にあてられs どの部分が維持または

地方政府への補給金の目的にあてられるか，これを知ることが重要である O ど

の程度までこれらの経費の若干のものが自償的であるか，すなわち費用の一部

が収入，例えばかんがい計直によって得られる水の使用料として農民の支払う

もので支弁されるか，これを知ることが重要である。この型の分類はいわゆる

資本予算と関係はあるが同じではない。」と。

合衆国の予算制度は，すでにみたように，長期計画を決定する権限と年々の

予算を決定する権限は分離されている。それ故に計画を承認する機関は，大き

な計画の着手のために経費の債務負担権限を認めることによって計画は実現の

見通しをうる。初年度の最初の費用は，きわめて少額ですむかも知れないから

といって，年々の支出にだけ注目していては，計画の総合的評価はむずかしい。

しかも一旦第一歩を踏みだせば政府はその計画の完成にいわば言質を与えるこ

ととなろ弓。コノレムは， Iある年度の費用がどの位になりそうであるかをみて

いては，計画全体の価値の公平な評価には達しえない。大きな開発計画の場合

には，計国全体に対して経費を充当L，その時間的調節は一定の法令による限

界を定めて行政部の裁量にゆだねるならば一番よし、J"と結論する。

1I PPBSの意義と限度をめぐって

合衆国において，かかる事業別予算の原型をなしたといわれているのは，有

名なニューディーノレ政策時における TVACテネシー河流域開発公社〕の水資

源開発プロジェグ「であった。合衆国では，水力発電をとりあっかう内務省，

かんがい用水などをとりあっかう農務省，土木事業をとりあつかってきた工兵

隊など，水資源開発関迫事業が，事業別予算のなかに一括きれるシλ テムをつ

くり，総合的な調整のもとに開発計画を実行した。

以降，合衆国においては，かかる思想と，費用，効果，あるいは，便益を

あらゆる行政機構において採用しようとする傾向が強まり， PPBS CPlanning 

4) 同上I 271-272ベーシ。
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Programming-Budgeting System) や， ZB (ゼロベース予算) と呼ばれる分

析と実行のシステムが，試行きれた。これらのVステムの基本的な考え方ほ，

あるプロジェクトによって，ある行政目的を達成しようとする場合，費用一効

果，または，便益分析を用いて，複数の代替案を作成L，意思決定の過程にお

ける合意形成や，最高意思決定者(例えば，大統領)の判断に材料を提供しよ

うとする。

K-<月グレイプは，国際的に普及したテキス卜「財政学」において，この

ような傾向を次のように楓括してし、る。 1196C年代には，費用 便益分析の原

理を，政府支山のi決定に広〈応用しようとする努力がよりいっそう払われるよ

うになった。これらり努力は，費用 効果分析を国防省で引用することから始

まって，後には，多くの川・地方政府だけでなく連邦政府全般に，いわゆる計

画策定・プログラム作成・予算編成制度 (PPBS)そ導入することに重点が置

かれた。同時に， このような展開は行政段階での公共支出政策の定式化を改善

しようとする，長年の努力の延長線上にあると考えることもできる」と。彼は，

V ックが予算の発展について指摘したのと同様に，予算局が1921年の予算会計

法によって財務省に創設された時代においては，支出プログラムの運営を統制

することに重点が置かれたと見ている。そして， 1939年に予算局が財務省から

分離し大統領府に置かれたときには，管理上の効率性を高めることに重点が移

り，この傾向は，先の「事業別予算 (performancebudget)J の導入を要請し

た， 1949年のブーヴァー委員会報告の提案に室っている，と言う。次に，会計方

式と費用の有効な活用についての改善が， 1950年白予算および会計法 (Budget

and Accounting Act) によって導入され I支出計画の策定のためむ，より

包括的でしかもより体系的な接近方法が， 1960年代初期に国防省において開発

されている。そしてこの接近芳法は， 1965年に始まる種々の大統領指令によっ

てさらに推し進められた。最近では，これらと関連した技法が「ゼロ・ベース

予算方式 (zerobasc budgeting) J や「サンセット法 (sunsetlegislation) J 

の名のもとに発展してきている。」
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これらの動向のなかから誕生した制度は，計画策定・プログラム作成・予算

編成制度 CPlanning，Programrning， Budgeting System)は， PPBSとも呼ば

れる。これは，予算編成に費用ー便益分析を組み入れて，計画の総合評価をお

こなう試みであり，最も体系的な評価法であった。 PPBSの目的と手続きにつ

いて，マスグレイプは，次の三つの考えが PPBS の概念の根底にあると指摘

している。

il 立法的統制のためには，歳出子算は各省庁に付与されねばならないが，

支出プログラムは省庁聞に重複する可能性があり，プログラム作成および計画

策定単位を全体としてとらえる必要がある。(総合性)

2 支山プログラムに適正な評価を下すために，数年間にわた J て，それを

精査することが必要である。(計画性)

3 効率性の基準を予算に適用するためには，費用一便益分析の実施可能な

領域にはそれを適用すべきであり，主出プログラムはその基準にしたがって評

価きれなければならないの(効率性)

彼は， PPBSの目的が「主要な代替案の費用と成果とをできるかぎり明示的

に表わすことを助けるとともに，この情報を公共政策の立案に系統的に利用す

ることを促すよう意図された意思決定への一つの接近方法である」とし， rこ

の接近方法には，たとえば費用 便益分析のような新しい分析手法の利用と，

さらに進んで，これらの手法を系統的に利用しようとする努力とが必要ときれ

る。」と結論している日。

これらの，理想主義的とも言える理念によって支えられたにもかかわらず，

PPBSは，合衆国においても，その他の諸国においても，十分な展開をみるに

は至らず，その実施は Lばしば困難となり，合衆国でさえ，廃止や編成がえ

が相ついで生じた。

その理由には，さまざまなものが考えられるが，もっとも，大きな問題は，

5) R. & P. Musgrave， Public Finance， 3 rd. ed.， 1980，木F和夫監修訳. I財政学J!. 257 
258ページ。
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プロジェクトの総合評価の困難さにか刀3わるものであろうロ

III プロジzウ卜の総合評価と社会的費用

言うまでもなく，総合評価のためには，財政民主主義における二つの基本的

要件，第一ι あらゆる関係者のあらゆる νベルでの着:思決定過程への参加，

第三に，事実の分析や，科学的根拠のある，説得)Jをもっ専門家の判断と，そ

れを受容しうる関係者町共通の知識や人間性が必要である。しかし，現代社会

でJ この一二つの要件を実現するには，マ月グレイプならずとも， きわめて，大

きな努力を要請せざるをえないのでありて，合理的な参加のジステムも，経験

も乏しししかも，専門家が，圧力団体の利益代表者の土うに思われている国

にあっては，到底，ただもに実現を期すわけにはゆかないかも知れなし、。

しかしながら，いわゆる「情報化J社会の進展のなかで， もし，人々が予算

にかかわる情報にたいして容易にアプローチが出来て，あらゆる νベルの意思

決定に対 L コンピュータとニューメディ 7の結合物である情報技術が何らか

の基礎を提供し，分権的な意思決定の Y月テムが普及してゆくとすれば， この

構想は，おそらく再評価され，予算制度のなかに定着するであろう。そして，

国防上の秘密をはじめ，多くの行政上の秘密が情報公開制度のもとで，益々縮

小されえたとすれば，この γステムは，財政民主主義にとって欠くことのでき

ない要因として，成長しうるであろう。

マ九グレイプは，従来の PPBSの問題点をまとめて，次の 5点に要約し亡

し、る。

a. [評価の主体を総合化し，かつ，分権化と共同化を考慮する。〕

PPllSシステムは，フログヲム評価のま三たる責任を各省庁に負わせている。

これ℃は，プログラムは複数の省庁にまたがっている場合には，プログラムの

総合的な評価はむずかレい。総合的評価は省庁聞にまたがって実施するか，あ

るいはプログラムの構成要素を現行の省庁から新しし、単{v.に移管してはじめて

可能である。
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連邦のプログラムは，多くの場合，州や地方政府への補助金を通じて実施さ

れるから総合的な評価の主体は，分権システムとの関係を考慮し，共同の作業

によって行う必要がある。

b. [計画における予算の項目と年々の予算の項目とを対応きせ，組替え作業

の複雑さに対処する。〕

プログラムの評価は，計画にお円る予算のど頁によっておこなわれ，予算は，

議会の歳出予算や統制のためのわく組として，また行政管理の手段とし亡の機

能を同時に果たす必要から，支出は依然として，省、庁別J 局別，省庁内での部

課lllJに分類されているo マア、グレイプは，議会の歳出予算のカテゴリ を，計

画策定〔プログラム〕のカテザリーに一致させ， r組替え作業 (cro田 walk)J

とL、う複雑な Vステムを解消すべきであると主張する。

C. [支出分析の実施を予算過程に余りにも密接に結び付けすぎているJ

予算過程は元来，議会のために，歳出予算要求案を編成することを目的とす

る。この過程でプログラムの厳密な評価を適用するのはきわめて困難である。

プログラムの評価という作業は，行政管理予算庁の手から，新しい行政機関に

ゆだねられるべきだとL、うことになる。

d. [1960年代後半の総合的な PPBS システムを導入Lょうとする努力は，

極めて多〈のことを，余りにも急激に要求した。〕

費用一便益分析の適用が最も容易である国防省のシステムを，適用可能性の

小さいj民政部門に利用したことに対して批判が加えられた。マスグレイプによ

れば，それほど簡単には測定しえない結果を確認しな円ればならないし，その

ために必要な専門スタッフもいない多数の民政プログラムに比べて，兵器体系

ば費用ー効果分析による評価が比較的容易である。行政管理予算庁を納得させ

るために，虚偽の数値が報告されるかもしれない。実際，この批判からすれば，

事業の分析は分権化され，各省庁の手にゆだねられるべきことになる。

e. C環境影轡評価制度との関係〕

政府事業の分析は，環境に及ぼす影響を同時に評価する必要に迫られており，
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これによって評価はさらに複雑なものとなった。 I環境影響評価制度は，極め

て広範囲で，かっ，さまざまに困難な条件をみたさねばならね。そのために，

明確な事業分析が妨げられることになろう。J"'

ここで，マスグレイフ守が，第5番目の問題点としてあげている環境への影響

の評価という問題は， コノレムの時代に「費用」とG"-C計算されていたものを根

本から考えなおす必要性さえ示唆するものである。 1960年代後半以降の予算制

度と，事業プロジェグトは，費用というとき，単に，事業のための資金をどれ

だけ集めてくるか，とL、う意味では， もはやなくなってしまった。それは，費

用という概算のなかに，経済学上， i社会的費用」と上ぼれるものが，かなら

ず，はいり込んできたからであZ。ぞれとともに，先に述べた金銭的評価と実

物的評価の関係主，さらに，複雑なものとなった。

マスグレイプは，費用一便益分析の例示をおこなうとき，次のような一覧表

をかかげたが，これは，社会的費用の理解を助けるであろう。

実物的

直接的有形

無形

間接的有形

無形

金銭的

実物的

直接的有形

無形

の同上， 259-260ベージ。

プロジ"'~トの便益と費用の例示キ

かんがいプロジェクト

便益

農産物の増産

景観の美化

土壌の浸食の防止

農村社会の保全

農業機械産業の経営状態

の相対的な向上

月ロケットプロジェグト

使益

現時点では未知

探検の喜び

費用

管きょ費

自然原野の破壊

河川流路白転換

野牛年物D滅亡

費用

投入物の費用

宇宙の汚染
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間接的有形

無形

金銭的

実物的

直接的有形

無形

間接的有形

無形

金銭的
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技術進歩

世界へ山威信り向上

ケープ・ケネディ白地価
の相対的上昇

教育プロジ=グト

便益

将来C稼得額の増加

満ち足りた生活

防犯費の減少

有権者の知的水準の向上

教削の所得の相対的な増加

費用

学生の稼得の喪失，
教師白給与，校舎や
書物に要する費用

余取時聞の喪失

(備考フ 本表に掲げた恒益と l~Æはj 各ンロジェクトについτの単なる例示であり，すべて

をとりあげたものではない。
(R. ，立 1"，Musgrave， Public Fin叩 ce，1980， p.173，前掲訳書，同よ.202へージ.)

ここで. i白然原野の破壊Ji河川流路の転換Ji野生生物の滅亡Ji宇宙の

汚染J["学生の稼得の喪失J["余暇時聞の喪失」などの項目で評価されているも

のは， コノレムの時代において記されていた単なる費用ではない。

これらの費用は， ["もし，このプロジェクトがなかったとすれば，これらの

便益を得られたであろうものを，プロジェグト実施のために失われた便益」が

あることを認めた上で， ζれらの便益を回復させようとすれば，いくらの費用

がかかるか，という視点から評価された費用である。

例えば，原野を破壊して，自然の生態系を破壊し，地力の低下， 自然資源の

枯渇，洪水などの災害を引き起こし，あるいは，環境としての快適さを喪失さ

せたとすれば，これらの被害を回復し，便益をとりもどすには，相当な費用を

必要とする。また，人聞が，雇用されずにいて，その稼得能力士発揮できない

なら，そこでは， ["もし，はたらいて，潜在的能力を生かしたならば，得られ

たであろう所得」を放棄じたと左になる。このような費用は，上。ケースだけ
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でなし失業や，労働災害によっても発生する L 労働災害の場合ならば，さ

らに，労働能力の回復のための費用が医療費等々として必要となる。これらの

費用を，仮に. iプロジェクト実施の結果として，社会が負担する費用」とい

う意味で. i社会的費用」と名付けるとすれば，予算における費用一便益，ま

たは，効果分析における費用は， これらの行一会的費用の評価をあわせ亡おこな

わぎるをえないことになる。

IV K. W.力ップの社会的費用論と科学的知識

合衆国の子算制度において，このような費用の評価をおこなわざるを得な〈

なった理由は. 19唱。午代半ば以降の環境保護運動や消費者運動の高揚に依存す

ることが大きい。そして，とのような理論そのものは，すでに. 1950年代にあ

らわれていて.K.W カップの名とともに大きな影響を経済学や財政学にあた

えてきた，ということができる。カップが，社会的費用という概念を用いて，

現代社会の特徴を記述したのは， コノレムが先の論文を公表したのとほぼ同じ頃

である。『私的企業と社会的費用~7)と題する彼の著書は. 1950年に公刊された。

彼は， コノレムとはちがって，予算が市場と同様の資源配分機能を果たしうる

とは考えなかった。なぜなら，市場自体が，資源の配分において合理的であり，

考えうる限札最良の結果をもたらすとは，彼は考えなかったからである。今

日では. i市場の失敗」として知られるこの結論を，彼は，ウィッグステード

(P. H. Wicksteed) によりつつ，経済機構は個人によって個人的目的のため

にっくりあげられ，その社会的効果は，単にその付随的なものにすぎないζ と

を示唆したへそして，その確たる証拠は，市場経済がもたらした労働災害，失

業，大気の汚染』水の汚濁，動物資源の減少，エネノレギ 資源の枯渇，土壌の

浸食やJ也力の消耗，森林の濫伐，等々であった。それ故に，公共的な意思決定

7) K. W. Kapp， The Social Costs of Pr叩 ateE耐 rprise，1950，篠原泰三訳「私的企業と社会
的費用」岩被害后" 1959年。

8) K. W. Kapp， 0.ゆ at.，p. 3 前掲訳書 7ベージn
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にあたって，プロジェクトを策定する場合におし、ても，市場の原則にもとつい

て，最少の費用の増加分で，最大の便益の増加を実現するように配慮するだけ

では不十分である。より重要なことは，プロジェグ 1のもたらす旧来の便益の

破壊とそれらを防止し，あるいは，回復させるための費用を事前に評何L，そ

れを費用に加えて，便益との比較を試みるべきである，ということになろう。

カップは，社会的費用の定義について，次のように述べている。

「社会的費用といラ語は非常に多くの種類の費用要素について言われる。事実

われわれの研究の目的のためには，この語ば第三者或いは一般大衆が私的経済

活動の結果蒙るあらゆ呂直接間接の損失を含むものと Lてよい。これらの社会

的損失の中には人間の健康の損傷という形で現われるものがああ。またその中

には，財産価値の破壊或いは低下および自然の富の早期洞渇として現われるも

のがあり，それほど有形的でない価値の損傷として現われるものもある。分析

のための要具としてはこの概念は何んら量的な含蓄を持つものではない。もし

この概念が，法律によっても慣習によっても未だ個人的生産者に適当な責任が

確立されていないような種類の生産の社会的損失の相当部分を追求し露呈する

助けとなりさえすれば，それはその目的に役立つたことになる。J"

今日の発達した貨幣経済のもとでは，すべての財やサービスを 定の貨幣額

で表示しようとする傾向がみられる。ところが，この傾向は，所有者意識をも

って経営を行う人々にとっ亡は，利潤を実現するために市場で計算し，支払う

費用Dみを計算L，利潤を実現する上で，市場で支払う必要のない費用を計算

からはずし，これを度舛視しようとする態度が現われる。そして，公共部門と

いえども，採算性のみを優先L，社会的，公共的阻慮を怠れば同様の態度とな

る可能件がある。たとえば，過度労働によって健康を損ったり，乱開発や工場

排水によって河川が汚濁しても，それらを同復L，予防L，人間と自然とのよ

りよき調和をもたらすべき費用は計算きれない。しかし商品・貨幣経済の基

礎が発展して貨幣単位による計算が可能となるとL寸条件の下で，生活者が生

9) K. W. Kapp， op. cit.. p. 10.前掲訳害 15ベージ。
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活者として健康を回復しp 自然の環境を享受しようとするかぎりほ，医療費や

河川浄化の費用が必要となり，これは生活者の立場よりみて計算しうるもの，

となる。近代医学や土木工学の一定の水準を前提すれば，かかる計算は容易で

あろう。この計算の上に，それまで不明であった社会的費用は公然と姿を現わ

す。

かかる計算と評価は，技術的に計算が可能になるとともに，公共的なものを

支持し，それに合意をあたえる社会の多数者が存在L，彼らが，あらゆるレベ

ノレーコミュエテゎ企業，地方団体，そして，中央政府等々-ICおいて意思決

定過程に参加するという条件があって，はじめて現実の 4のとなる。

いわば，科学的根拠にもトづ〈計算と，民主主義的意思決定の Vステムがあ

って，はじめて，社会的費用は，十分に評価しうるものとなるのである。

社会的費用の発生は，多〈の場合， λ間の生命活動に対する障害が増大し，

人権が傷つけられるという問題と密接に関係している。人権が傷つけられる，

というとき，それはまず人間の身体そのものへの傷害や，精神と身体とのバラ

ンプ、を破壊する加害行為としてあらわれる。これは，カップによれば，人間そ

のものへの直接的な加害行為である職業病，労働災害，技術進歩による熟練の

剥奪などと，環境の破壊をつうじて間接に人聞を傷つける加害行為とにわけら

れる。このいずれの場合にあっても，一種の自然科学上の知識，つまり共同資

産を人聞が共有していることがJ 社会的費用を早期に発見し，予防する ιとに

つながると彼はし寸。人聞や自然には3 種の自己回復力があるが，加害の程

度がこの限度(これを臨界ゾーンという〕をこえたとき，そこに社会的費用が

顕在化することが多いからである。そうするとp 人権の侵害に反対する人間と

Lての共感をよびおこすうえで，人間と自然の自己回復能力，臨界ゾーンにた

いする自然科学的知識を人聞が共有しているこ主が，きわめて大きな役割を演

ずることになるであろう。 Eわわけ科学，技術が急速に進み，核エネノレギー，

重金属が生活にはいわ込みJ 化学反応によっていつ複合汚染が顕在イじするかわ

からぬ，きらに遺伝子まで操作される世の中となれば，自然科学上の知識の正
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確さ，真理性とその普及が，人権の侵害に反対する人間としての共感をよびお

こすうえで， きわめて重要な役割を果たすことにならざるをえないのである。

公共部門がかかる科学と普及のコミュニケーションをになうコストを負担し，

関係者自意思決定への参加の機会と科学的知識の学習を支援し，全体への奉仕

者であり，かっJ 科学的知見E人間的感性をもっ公務関係者を雇用 C，活用す

ることは，人権擁護の重要な前提となる。この場合の科学的知識は，自然科学

上の知識のみならず， 自然科学上の知識を生かして，社会の法，制度，政策を

つくりだL，被害を防止し，ぁzいは，原状を回復するための人聞の実践につ

いての総括的知識(これは社会科学主人文科学に関するものである)を含むで

あろう。

納税者が，公共部門のプロジェグトについて，その内容をよく知札社会的

費用を事前に計算した結果を検討するためには，一定の科学的知識が前提とな

る。これらの科学的知識が，社会の人々の共同の資産となるためには，義務教

育制度をはじめ，人類の知的遺産を形成し，蓄積し，伝達する YAテムが必要

であり，かかるシステムを維持するために社会の資源の一定部分を配分せざる

をえないであろう o 社会的費用の計算にあたって，住民参加のもとでの正確な

科学的知識の前提にたっ公共的意思決定を重視し，かかる合意の形成に必要な

コ1 トを公共部門が支出する必要がある。スミスの時代にあっては，商業社会

を保護することが人権の基礎をつくった。現代では， コモン・ストックとネッ

トワーキングを通じてプロジェクトの科学的認識と費用ー便益計算をおこなう

ことが人権の経済的，社会的基礎を形成する。

予算政策において，環境保護の費用を調達しようとするとき，従来の予算運

用の方法では対処Lえない問題が発生する。それは，環境破壊の多〈が，化学

工業など，特定の企業や産業を原因としていたり，下水による汚染のように特

定の住宅や企業には限定できな〈 γ も，流域に居住あzいほ立地Lているもの

から流出 Lていることを，かなりの高い確率で推定しうるからである。

日本や合衆国において，環境汚染からの原状回復をおこなうための費用は，
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基本的に原因者負担の原則が採用され，公害補償干廃棄物処理のための信託基

金が公害に関連した産業界や企業の拠出金によって形成され，被害者の救済や

廃棄物処理の業務にあたる。この拠出金は，合衆国のスーパーファンド法の場

合のように特定の化学薬品，石油および石油製品の製造業者や輸入業者に賦課

される原料税の大部分が徴収されることもあり，この場合は一種の目的税を関

連産業に課することとなる山。

10) 植田和弘，ス パ ファン 1'，r科学朝日J1988年 G月弓. 122'-":'-ジ。


